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05-1  支 部 規 則  

 

（総則） 

第 1条 本規則は、一般社団法人大阪損害保険代理業協会(以下｢本会｣という)は、定款第 33条に基

づき定める。  

（支部の設置） 

第 2条 支部の区域とその所属会員は、理事会において決定する。  

（支部規約） 

第 3条 支部は、その運営につき必要と認めたときは、理事会の承認を得て支部規約を設けること 

ができる。  

（目的） 

第 4条 支部は、会員全員との対話によりコミュニケーションを計り自己啓発、相互啓発、情報収 

集等を促進することにより視野を広め参画意識を高揚し、もって本会諸事業の具体的展開

を進めることを目的とする。  

（事業) 

第 5 条 支部は、前項の目的を達成するため、定款第 3 条に規定する事業を本部の委託を受け分掌

する。  

（役員) 

第 6条 支部は、次の役員をおく。  

支部長        １名 

副支部長        １名以上  

           会計事務責任者    １名  

監事               １名以上  

（相談役および顧問） 

第 7条 支部はその運営上必要と認めたときは、相談役および顧問をおくことができる｡  

（役員の選任） 

第 8条 1.支部役員は、支部総会において選任する。  

    2.支部長は支部総会において支部会員のうちから選任する。  

    3.副支部長は、支部長が支部総会の承認を得て、支部会員のうちから選任する。  

    4.監事は、支部長が支部総会の承認を得て、支部会員のうちから選任する。  

    5.会計事務責任者は、支部長が支部総会の承認を得て、支部会員のうちから選任する。 

但し支部長が監事、会計事務責任者を兼務することはできない。 

     6. 支部長は、各種委員会の委員候補者を改選前年度の３月３１日までに理事会に推薦す

る。 

第 9条 1.定款第 16条に規定する理事の選任については、支部ごとに理事候補者を２名推薦するも 

のとし、支部の正会員数が８０名を超えたときは、理事候補者 1名を増員することが 

できる。 

さらに、正会員数が１２０名を超えた場合、超過正会員４０名に１名の割合で理事 

候補者を増員することができる。 

     総会で選任される理事の候補者数の基礎となる支部の会員数の算定基準日は、その総会 
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の前年１２月３１日における支部の会員数とする。  

    2.期中において会員数の増減があっても、会員数による理事候補者の数は調整しない。  

     3.支部長および副支部長１名は支部推薦理事候補者となる。 

    4.翌年度支部の統合が理事会にて決議されている場合は、統合後の正会員数を基礎として 

本条を適用する。 

（役員の任期） 

第 10条 各役員の任期は選任後２年以内に終了する最終の事業年度に関する通常総会終了の時 

までとする。但し重任を妨げない。 

    なお、事業年度が変わるのと同時に新役員により支部の運営を行うことができるものとす

る。但し理事は定款第 18条による。  

（運営） 

第 11条 1.支部は、支部総会および支部役員会、支部会をもって運営する。  

     2.支部総会は支部正会員で構成し、支部役員会は支部役員をもって構成する。  

     3.支部長は、必要に応じ支部総会および支部役員会、支部会を開催しなければならない。 

    4.支部長は、必要に応じて支部役員会に支部選出の委員を参加させることができる。 

5.議長は、支部長または支部長の指名したものがこれにあたる。  

6.副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、その職務を代行し、支部長

が欠員のときはその職務を行う。  

7.1項の会議における議事は出席者の過半数の同意をもって決する。  

8.支部は、支部総会および支部役員会、支部会の議事ならびに経過を理事会に報告しなけ 

ればならない。  

（支部総会） 

第 12条 支部総会は、事業年度の終了する月に開催される理事会の前週までに開催しなければなら 

ない。 

（資産の管理） 

第 13条 支部の資産は支部長が管理せねばならない。  

（会計） 

第 14条 1.支部運営のための経費は、支部活動費およびその他の収入をもって支弁する。  

    2.支部運営のための経費は、支部で収支報告書を作成して理事会の承認を得ることを要す

る。 

    3.会計年度は毎年４月１日より翌年３月３１日までとする。 

（年度末決算） 

第 15条 1.会計事務責任者は会計年度終了後、収支報告書を作成し支部長へ提出せねばならない。  

     2.支部長は監査を受けるために収支報告書を監事に提出せねばならない。監査終了後、監 

事は監査報告書を支部長に提出せねばならない。  

    3.支部長は監査を受けた収支報告書を速やかに理事会に提出しなければならない。 

（変更） 

第 16条 本規則の改廃は、定款第 45条の規定に従い理事会の決議を経なければならない。  

（雑則） 

第 17条 本規則に定めのない事項については、定款によるものとする。  
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（附則） 

この規則は、平成２０年１２月１２日（一般社団法人用）より施行する。 

平成２２年 ７月１４日一部改訂 

２０２０年 ５月１３日一部改訂 


